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令和３年度　定時総会・表彰式
◎事業計画・予算決定

　去る５月21日（金）午後１時から岡山市中区浜の「岡山プラザホテル」において、一般社団法人岡山

県建設業協会の定時総会、建設業労働災害防止協会岡山県支部の通常総会を開催しました。（一社）岡山

県建設業協会定時総会の出席者は459名（委任状を含む）でした。

　【報告事項】として ⑴ 令和２年度事業報告 ⑵ 令和３年度事業計画 ⑶ 令和３年度収支予算書、につい

て事務局から説明を行いました。

　【決議事項】として、議案　令和２年度決算の承認について事務局から説明を行った後、監査報告がな

され、出席者全員が、異議なく承認しました。

　当日は午前11時から同じく「岡山プラザホテル」において、全国建設業協会会長表彰の伝達式及び当

協会会長表彰式を行い、99名の功労者が受賞されました。

　なお、受賞者名簿は、当会ホームページの会員専用ページに掲載しておりますので、ご覧ください。
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【報告事項】
　⑴　令和２年度事業報告について

　⑵　令和３年度事業計画について
　　Ⅰ　重点事項
　　　１　地域建設業の経営基盤強化
　　　　⑴　新たな協力体制の構築
　　　　⑵　新・担い手三法の適切な運用
　　　　⑶　建設業における生産性向上、建設技術者の技術力向上の取組
　　　　⑷　災害対応に係る諸課題への取組の強化
　　　　⑸　三本柱への取組
　　　２　建設業の継続性の確保（将来に亘る担い手の確保・育成）
　　　　⑴　働き方改革の推進
　　　　⑵　社会的評価の向上
　　　３　その他事業・行事の開催
　　　　⑴　建設関係功労者の表彰
　　　　⑵　建設事業殉職者の慰霊祭
　　　　⑶　関係機関、諸団体等との意見交換、情報交換等の実施

　　Ⅱ　事業種別及び概要
　　　１　総会、役員会等の開催
　　　２　研修会、講習会の実施
　　　３　協議会等の開催
　　　４　新制度の導入
　　　５　調査研究、提言・要望
　　　６　建設労働者確保育成事業の実施
　　　７　啓発・広報
　　　８　表彰・慰霊祭・その他

　⑶　令和３年度収支予算書について

【決議事項】
　議案　令和２年度決算の承認について

一般社団法人　岡山県建設業協会定時総会
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第１号議案　　令和２年度事業報告の承認について

第２号議案　　令和２年度決算の承認について

第３号議案　　令和３年度事業計画の承認について
　〇　労働災害防止重点実施事項
　　１　労働災害防止活動・運動の展開
　　２　会員が実施する事項

　〇　事業
　　１　広報
　　２　災害防止運動等（週間・月間・大会等）の展開
　　３　リスクアセスメントに関する教育、普及を促進し、建設業労働安全衛生マネジメントシステム
            （COHSMS：コスモス）構築を促進
　　４　各種講習会、安全衛生教育
　　５　安全指導者による安全衛生活動の支援
　　６　建設災害防止研究会（KSBK）による安全衛生管理活動の支援
　　７　安全優良職長支援ネットワーク事業
　　８　事務局体制の整備

第４号議案　　令和３年度予算の承認について

建設業労働災害防止協会岡山県支部　通常総会
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会 長 挨 拶

　慎重なご審議をいただきましてありがとうございます。

　追加でお話を申し上げます。

　この数年の間に、国土交通省と当協会との間には太いパイプができてきております。

　その一環として今年の６月から岡山県だけが他府県に先駆けて県内の市町村、特に15の市を中心

に全国に先駆けたパイロット事業をするということで、国交省からご指名をいただきました。何を

するかといいますと、ダンピング対策を中心とした入札契約制度の改善を市町村をメインとして行

います。平たく言うと国や県の入札制度に比べて市町村の制度はすごくばらつきが多く、その中で

特に予定価格に対しての落札率が極端に低いというような、いわゆるダンピングを助長するような

制度がいまだに温存されている市町村が多々あります。それからその他にも公平性とかいろいろな

面で今の時流に乗らずに旧態依然とした制度を運用している市町村も多く、結果として建設業者の

受注の利益率の低下というところに跳ね返ってきております。いままで国は「市町村のことですか

ら口を出しません。」ということでしたが、この数年で考えを改めていただき、積極的に市町村に対

して「こういうことでは地元の会社が持ちません。だから改善してください。」ということを言って

いただけるようになりました。今年の６月から国から委託を受けた専門官が岡山に来られます。国

交省と県の土木部とが一体となって市町村に指導に回るという動きが始まります。これを来年度に

は全国に展開します。そのためにも岡山での実績をまず上げて、国交省としても来年につなげたい

ということで、県の土木部も全面的に協力するという形でこの１年間動いてまいります。

　具体的には、６月以降に市町村の入札制度の悪いところを、国から来られた専門官や県の土木部

へ協会から情報提供をする。業界から陳情をするのではなく、逆に行政の方でつめてもらうという

働きかけをしようと思っております。地域の工事の採算性改善がこれで図れればいいなと強く思っ

ているところであります。

　それと同時に理事会で諮りながら、事業計画の中でプランをいくつも出してきておりますけれど

も、すべては予定価格がきちんと計上されること、それから落札率が不当に低くならないようにす

ること、そういうことのための施策を行ってまいりたい。それから工事中の設計変更とか工期延伸

についての不当な運営に対しても協会としては毅然とした態度で対応していきたいと思っておりま

す。

　特に相談員制度は、協会の中で相談員を雇用して、市町村工事でたとえば過剰な書類の要求や不

当な内容の要求に対しては、それぞれの会社が単独で主張するのではなくて、必要に応じて協会か

ら相談員が随行し、一緒になって協議をします。

　その時には、協議の時の証明書類として、協会は「こちらが言っている主張は正しいですよ。」と

いう証明書を発行します。それを妥当証明と名付けておりますけれども、こうしたことで、それぞ

れの行政の担当官なり、行政の対応に対して、私たちはきちんと理由をつけて対抗していくという
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こともしていきたいと思っております。これらの制度については国交省から了解をいただいており

ますし、県土木部からも了解をいただいております。

　現在、立ち上げの準備中でございますけれども、正式に立ち上がると皆様へご案内申し上げ、各

市町村へも県を通じて告知ができるように進めていきたいと思っております。

　国土強靭化で予算はつきますが、予算がついたから儲かるかどうか採算が合っていくかどうかと

いうのは、そういう交渉がきちんとできるかどうかにかかってまいります。皆さんの地元の工事の

一つ一つの採算が合うというのが、一番わたくしは大切なことだと考えておりまして、他の制度も

連動しておりますけれども、こういう諸制度を色々立ち上げることで、皆さんのお役に立っていき

たいと思っております。

　役員をはじめ、会員のみなさまのご指導ご鞭撻をいただきながら、新しい年度も務めてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

　簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。

　本日はどうもありがとうございました。
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岡山県下公共工事の動向〈５月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建災防だより）
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（建退共だより）

独立行政法人勤労者退職金共済機構
　建 退 共 岡 山 県 支 部 
http://okayama-kentaikyo.jp/
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（法律相談コーナー）

第132回　高齢者の雇用確保と就業確保

●相談内容●
　2021年４月から高齢者の雇用のルールが変わったと聞きました。どのように変わったのでしょうか。

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（通称：高齢者雇用安定法）が改正
され,70歳までの雇用確保と就業確保に関する新しいルールが導入されまし
た。70歳就業法といわれることもあり,4月１日から施行されています。
　これまでのルールと,70歳就業法によって新しく導入されたルールを確認し
ていきましょう。
これまでのルール-60歳以上の定年と65歳までの雇用確保
　企業が従業員の定年を定める場合,60歳以上とする必要があります（60歳以上
の定年）。
　また，企業が65歳未満の定年を定めている場合，①65歳まで定年を引き
上げる，②65歳までの継続雇用制度を導入する，③定年を廃止する，のいずれか
を講じなければなりません（65歳までの雇用確保）。
　これらは努力義務ではなく，義務です。多くの企業は，定年を60歳とした上で,
65歳までの再雇用制度を導入しているといわれています。
新しく導入されたルール-70歳までの雇用確保と就業確保
　70歳就業法では，これまでのルールである65歳までの雇用確保義務はその
ままで，さらに70歳までの雇用確保と就業確保の努力義務が規定されました。
　努力義務の内容は，①70歳まで定年を引き上げる，②70歳までの継続雇用
制度を導入する，③定年を廃止する，④70歳まで業務委託契約を締結すること
ができる制度を導入する，⑤70歳まで社会貢献事業に従事することができる制度
を導入する，のいずれかです。
　①②③の内容は，これまでのルールである65歳までの雇用確保義務の延長線上
にあるといえます（70歳までの雇用確保）。
　これに対し，④⑤の内容は，①②③とは少し異質です。フリーランスとして
仕事を受けたり，社会貢献事業に参加したりして収入を得るのですから，従業員
ではなくなるわけです（70歳までの就業確保）。その影響から，④⑤を導入
するためには，過半数組合か過半数代表者の同意を得ることが必要とされてい
ます。
企業の対応
　現時点では努力義務にとどまりますが，政府は義務化を検討すると明言して
おり，今後，義務になることも十分に考えられます。
　義務化された場合,70歳までの再雇用制度を導入する企業が多いのではない
かと思われますが，いずれの措置を講じるにせよ，就業規則の見直しは必須
です。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）
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（建設業総合補償制度のご案内）
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（令和３年度北方領土に関する標語・キャッチコピー募集）
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（岡山県からのお知らせ）

梅雨期の交通事故防止について梅雨期の交通事故防止について

　梅雨が近づいてきました。雨が多くなるこの時期は、天候不順に伴う交通渋滞や、視界不良、スリップ

による交通事故が多発しています。雨の日は、次のことに特に注意して、安全運転を心がけましょう。

１　運転はゆとりをもって！
　　雨の日は交通渋滞が起こりやすく、気分がイライラしがちですが、そのような状態で運転するのは非

常に危険です。いつも以上に心と時間にゆとりを持って、安全運転を心がけましょう。また、雨で濡れ

た道路はスリップしやすく、停止距離も長くなるため、スピードは控えめに、車間距離も十分とりま

しょう。

２　ライトは早めに点灯しましょう
　　雨の日は、昼間でも薄暗く、視界も狭くなりがちです。また、歩行者は傘をさしているため、車の接

近に気づかないことがあります。昼間であってもライトを点灯し、周りに自分の存在をアピールしま

しょう。

３　心と車の状態をチェック！
　　天候不順で体調を崩したときや、気分が優れないときは、できるだけ運転を控えましょう。また、タ

イヤの溝や空気圧、ワイパーの状態など、車の点検も運転前に十分に行いましょう。

４　自転車の運転も十分注意して！
　　自転車の傘さし運転は法令違反であるだけでなく、傘が視界をさえぎったり、片手運転でハンドルや

ブレーキ操作が不安定になったりします。自分だけでなく、周囲の歩行者や車にも危険を及ぼすため、

絶対にやめましょう。また、カッパを着用すると視野が狭くなるため、ふだん以上に安全運転を心がけ

ましょう。

５　反射材などで自分をアピール！
　　雨の日は、自動車から歩行者や自転車が見えにくくなります。道路を横断する際は、左右の安全を

しっかり確認しましょう。また、夕暮れ時や夜間に外出するときは、明るい色の服装や反射材を身に付

け、自転車はライトを点けて、自分の存在をアピールしましょう。

岡山県交通安全対策協議会
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3. 5.18
3. 5.21
3. 5.25
3. 5.26

公明党倉敷市議研修会
令和３年度定時総会・表彰式
西日本建設業保証㈱取締役会（リモート開催）
岡山県建築住宅センター㈱取締役会

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp

　　　　

発行

協　会　日　誌

3. 5.21
3. 5.28

令和３年度総会
建築物石綿含有建材調査者講習要点説明会（リモート）

建　災　防　日　誌


